
 

広報「こうりょう」有料広告掲載取扱基準 

 

 （趣旨） 

第１条 この基準は、広陵町有料広告掲載取扱要綱（平成３０年４月１日施行）に基づき、

広陵町（以下 「町」という。）が作成する広報「こうりょう」（以下「広報」という。）

に掲載する有料広告の種類、規格、掲載枠、掲載料、申請及び決定について、必要な事

項を定めるものとする。 

 （規格及び掲載枠） 

第２条 掲載する広告は、１枠につき縦５５ミリメートル×横９０ミリメートルのカラー

印刷によるものとする。 

２ 広告掲載の場所（広報紙面のうち、広告を掲載するために設けられた区画をいう。）

は、町長が指定する位置とし、１ページ当たり内面掲載分横２枠及び裏表紙掲載分縦２

枠横２枠とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。 

 （掲載期間） 

第３条 掲載期間は１号単位とし、連続して最大３号分までとする。 

 （掲載料） 

第４条 広告の１枠当たりの掲載料（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定によ

る消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税を含む。

以下「広告掲載料」という。）は、１号につき、裏表紙は２０，０００円、内面は１０，

０００円とする。 

 （広告の申込み） 

第５条 広告を掲載しようとする者（以下「申込者」という。）は、あらかじめ町と協議

の上、広報「こうりょう」有料広告掲載申込書（様式第１号）又は広報「こうりょう」

有料広告掲載申込フォームに掲載しようとする広告原稿その他町長が必要と認める書類

を添えて、掲載希望号の広報発行日が属する月の前々月の末日（申込者がこの日に広報

「こうりょう」有料広告掲載申込書（様式第１号）を持参しようとする場合において、

その日が休日に当たるときは、その日以前においてその日に最も近い休日でない日）ま

でに、町長に申し込まなければならない。 

 （広告掲載の決定） 

第６条 町長は、前条の規定による申込みがあった場合において、広陵町有料広告掲載取

扱要綱第４条第１項の規定により設置した広報掲載審査会（以下「審査会」という。）

において掲載の可否の審査を行い、掲載を可とするときは、広告掲載承認決定通知書（様

式第２号）により、掲載を不可とするときは、広告掲載不承認決定通知書（様式第３号）

により申込者に対し、通知するものとする。 

２ 掲載を可とする広告が複数あり、第２条第２項に規定する掲載限度枠を超えるとき

は、第５条の規定による広告の申込みを受理した順により決定するものとする。 

 （掲載箇所と順位） 

第７条 各々の広告の掲載箇所（広告掲載場所のうち、広告ごとに定められる掲載区画を

いう。）については、審査会が決定する。 



 （広告掲載料の納入） 

第８条 前条の規定により広告の掲載を可とする決定を受けた者（以下「広告主」という。）

は、町長が指定する期日までに当該広告掲載料金を全額納入しなければならない。ただ

し、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。 

２ 既納の広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由によって広告 

の掲載ができなかったときは、還付することができる。 

 （補則） 

第９条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。 

   附 則 

 この基準は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この基準は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基準は、令和５年６月２１日から施行する。 



別表（第２条・第４条関係） 

広報「こうりょう」の広告の規格等 

 裏表紙掲載分 内面掲載分 

色 カラー印刷 

基本サイズ（１枠） 縦 55mm×横 90mm 

１ページ掲載限度枠数 

※紙面の下部に掲載 
縦２枠・横２枠 横２枠 

広告掲載料 

（基本サイズ1枠、1号） 
２０，０００円 １０，０００円 

版下原稿作成及び提出 

・完全版下の印刷物またはデータでの提出とする。 

・印刷物は、掲載希望枠の比率を変えずに作成したもの。 

・データは、掲載希望枠の比率を変えずに作成したもの。 

 



様式第１号（第５条関係） 

 

広報「こうりょう」有料広告掲載申込書 

 

年   月   日 

 広陵町長 殿 

 

申込者 住所 

 

                  商号又は名称 

 

                  代表者氏名               

 

                  電話 

 

Ｅメールアドレス 

 

次のとおり有料広告を掲載したいので申し込みます。 

掲載希望枠 

       枠（裏表紙掲載・内面掲載） 

※希望枠数及び掲載希望紙面を選択してください。 

※広報紙１枠の大きさは縦 55mm・横 90mmです。 

掲載希望期間 

 

    年   月号から   回 

 

 

（町内に住所又は事業書の所在地を有する申込者のみ記入） 

 

□ 私は、有料広告の掲載の決定に際し、必要となる租税に関する公簿の閲覧について、

同意します。 

 

     同意者氏名（自署又は記名押印） 

 

 



様式第２号（第６条関係） 

 

広告掲載承認決定通知書 

第       号 

年   月   日 

 

 

様 

 

 

 

広陵町長             印 

 

 

    年   月   日付けで申込みのあった有料広告の掲載について、下記のとお

り掲載することに決定しましたので、広報「こうりょう」有料広告掲載取扱基準第６条第

１項の規定に基づき、通知します。 

 

 

記 

 

 １ 掲載内容 

   掲載月        年   月   日から   回 

   広告掲載料              円（    枠） 

   ※納入期限      年   月   日 

 

 ２ 掲載条件 

   広陵町有料広告掲載取扱要綱及び広報「こうりょう」有料広告掲載取扱基準による。 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第６条関係） 

 

広告掲載不承認決定通知書 

第       号 

年   月   日 

 

 

様 

 

 

 

広陵町長             印 

 

 

    年   月   日付けで申込みのあった有料広告の掲載について、次の理由に

より掲載しないことに決定しましたので、広報「こうりょう」有料広告掲載取扱基準第６

条第１項の規定に基づき、通知します。 

 

 

  不承認の理由 

 

 

 

 

 

 


